
※ 対象となる方 ※

①事業対象者 地域包括支援センターで行う基本チェックリストにより、生活機能の低下が

みられた方（介護予防・生活支援サービス事業対象者）

②要 支 援 者 介護保険で要支援１・２の認定を受けている方

【陸前高田市訪問型サービスＢ事業（介護予防・生活支援サービス事業）】

６５歳以上のひとり世帯や高齢者世帯等で、日常の家事が困難になった方へ

のサービスです。

軽易な家事（掃除､ゴミ出し、洗濯、調理､買い物、見守り、付添い、話し
相手など）の支援を、自己負担30分 100円でお手伝いします。
まずは下記連絡先までご相談ください。 ※特例を除き、最長60分 200円

身体が思うように動かず、

「家事ができなくて困った・・・」

ということはありませんか？


